
２０２１年１０月１２日 

 

ご利用者及びご家族の皆様へ 

 

 社会福祉法人 京都福祉サービス協会 

京都市明徳児童館 館長 西尾久美 

 

京都市明徳児童館臨時休館延長のお知らせ 

 

 この度の新型コロナウイルス感染症に係る臨時休館にご協力いただきありが

とうございます。 

 さて、１０月１０日に新たに、京都市明徳児童館（以下「当児童館」という。）

に出入りされている方の陽性が判明しましたのでお知らせいたします。 

 なお、当判明により当児童館の臨時休館期間が延長となります。 

 

［現時点での臨時休館期間］  

１０月１９日(火)まで（変更） 

なお施設の安全確認がとれた場合、早めに再開する場合が 

   ありますが、その際は、改めてご連絡申し上げます。 

 

利用児童及び保護者の皆様には、引き続き、大変ご不便をおかけすることにな

りますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

なお、以下のことについてご理解、ご協力を賜りますよう併せてお願い申し上

げます。 

（１）疫学調査の結果、ＰＣＲ検査の対象となった各ご家庭には、個別に連絡           

させていただきます。なお，明日以降、追加でＰＣＲ検査の受検をご依

頼させていただくことが生じた場合は、個別に連絡させていただきます。 

（２）本件については、小学校と情報共有しながら対応させていただきます。 

（３）今後も必要に応じ、適宜情報をお伝えしてまいりますが、一方で、陽性 

となられた方の人権を守ることも大変重要であり、当児童館と致しま 

しては、個人情報の取り扱いについて十分に配慮するとともに、感染等 

を理由とする差別や偏見などの人権侵害が生じないよう努めてまいり

ますので、利用児童及び保護者の皆様におかれましても、ご理解とご

配慮をいただきますよう、併せて宜しくお願い申し上げます。 


